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「東日本大震災関連情報」について 
 

 
平成 23 年（2011 年）東日本大震災によりお亡くなりになられた方々に対し改めて衷心よりお悔やみを

申し上げますとともに、被害を受けられた被災者の皆様に対して心よりのお見舞いを申し上げます。 
 
金融庁では、以下を窓口として「東日本大震災関連情報」を提供しております。 

 
１．東日本大震災関連情報 金融面の対策に全力を挙げています！ 
 
金融庁では、ウェブサイト上に「東日本大震災関連情報」ページを開設し、以下の項目別に情報提供

をしております。 
 
（１）預金者の皆さまへ 
 

○預金通帳や印鑑を紛失した場合でも、本人であることが確認できる書類の提示により、金融機関は
預金の払戻しに応じています。 

○本人であることが確認できる書類を紛失してしまった場合についても、住所・氏名等をお伺いし、
登録内容との一致を確認したうえで払戻しを行うなど、柔軟な対応に努めています。 

○預金者本人の死亡時や行方不明時に、親・子ども・配偶者等の方から預金の払出しの求めがあった
場合には、必要な要件を満たすことを確認したうえで一定の金額の払出しに応じるなど、柔軟な対
応に努めています。 

○今般の震災で亡くなられた方や行方不明の方の預金について、ご遺族やご親族がどの銀行に口座が
あったか分からない場合には、全国銀行協会にご照会下さい。 

○他の地域に避難されている場合、お取引金融機関以外の店舗でも預金の払戻しを取り扱っている金
融機関があります。 

 
（２）お金を借りておられる皆さまへ 

 
  ○金融機関は、災害の影響を直接、間接に受けておられる方から、借入金の返済猶予等や、つなぎ資

金の供与等の申込みがあった場合には、できる限りこれに応じるよう努めています。 
○災害のために支払いができない手形・小切手の不渡処分（銀行等の取引停止処分等）は猶予されま
す。 

○融資の申込みに対しても、被災された方の実情を踏まえ、融資審査に際しての提出書類等を必要
小限のものとするなど、弾力的・迅速な対応に努めています。 

 
（３）保険に加入されている皆さまへ 
 

○生命保険・損害保険各社は、保険金の簡易・迅速な支払いに努めています。 
○保険証券や本人であることが確認できる書類を紛失してしまった場合でも、それぞれの状況に応じ
た柔軟な対応を行っています。どの保険会社と契約していたか分からない場合については、保険協
会や保険会社にご照会ください。 

○被災された方については、申し出があれば、保険料の支払い等を猶予しています。 
 
（４）上場企業等の皆さまへ 

 
○震災に伴う有価証券報告書等の提出期限については、特例措置により、本年６月末までに提出すれ
ば済むこととされています。 

○さらに、３月決算企業などについては、本年９月末までに提出すれば済む特例を設ける予定です。 
 
（５）金融機関の皆さまへ 
 

○震災による直接・間接の影響により、債務者の実態把握が困難な場合等を踏まえ、資産査定に係る
特例措置及び運用の明確化を行っています。 

○また、被災された金融機関が期限どおりに必要な報告書類を当局に提出できない場合、弾力的に対
応することとしています。 

○また、貸金業者から借入れを行おうとする被災者の方が、法令に定める手続き等が問題となって、
資金を借りられないという不都合が生じないよう、貸金業法施行規則の一部の改正を行いました。 

 
 
 

http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/deposit.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/debt.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/insurance.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/houjin.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/kinyu.html
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（６）金融機関等の相談窓口一覧 
（７）プレスリリース一覧 
（８）関連リンク 
                                                     

その他、当ページでは、金融機関等の対応状況として、被災地域の金融機関の状況、金融庁及び財務
局の震災対応に関する諸施策並びに金融業界の対応についての情報をご覧になることができます。当該
情報は、日々更新しています。 
 

※ 詳しくは、金融庁のウェブサイトのトップページから「被災された皆さまへ金融庁からの重要な情報
です」にアクセスして下さい。 

 
 
２．東日本大震災関連情報 金融庁携帯サイトについて 
 
金融庁では、大震災関連情報を掲載した金融庁携帯サイトを開設しております。 
 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトのトップページから「金融庁携帯用サイト」及びQRコード（以下） 
からアクセスしてください。 

 
金融庁携帯用サイト 

 
 
３．金融庁（東日本大震災関連情報）ツイッターについて 
 
金融庁では、インターネット上のミニブログサービス「Twitter」で、東日本大震災関連の金融に関

する情報をできるだけ速やかに、できるだけ分かりやすく皆様に提供しております。 
 
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトのトップページから「金融庁（東日本大震災関連情報）の

Twitter」 にアクセスしてください。 
 

 
金融庁(東日本大震災関連情報）のTwitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/20110325-1.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/press.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/jokyo.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103.html
http://www.fsa.go.jp/m/quake/jishin.html
http://www.fsa.go.jp/m/quake/jishin.html
http://twitter.com/#!/fsa_JAPAN
http://twitter.com/#!/fsa_JAPAN
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「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令」について 

【震災関連トピックス】 
 

 

「保険業法施行規則第七十三条第一項第二号の規定に基づき、平成二十三年
三月三十一日を末日とする事業年度に係る支払備金として積み立てる金額の
特例を定める件」(特例告示)の公表について 

 

金融庁は、東日本大震災が発生したことを踏まえて、生命保険会社及び外国生命保険会社等（以下、

「生命保険会社等」）が積み立てる支払備金（IBNR）（注）について、その影響を勘案できるよう、平成

23年４月28日付で特例告示を公布、施行しました。 

（注）保険会社等は、決算において、未だ報告を受けていない既に発生した保険事故から生じる将来の損

失に備え、過去の実績に基づき支払備金（IBNR）を積み立てることになっています(保険業法施行規

則第73条第１項第２号)。 

支払備金（IBNR）の具体的な計算方法は、告示（平成10年大蔵省告示第234号）において規定され

ています。 

 

 現行告示においては、過去３年の実績に基づき機械的に計算することとなっています(参考）。 

このため現行告示に規定する計算方法では、今回の震災に係る保険金等の今後の支払いを、考慮すると、 

積立額が不十分になることが考えられます。 

従って、現行告示の計算方法に加えて、警察当局が発表する死亡者数等に基づく合理的な方法に拠るこ

とができるよう特例として措置をしたものです。 

（参考）現行の生命保険会社等の支払備金（IBNR）の計算方法（概要） 

   (1) 前年度支払備金（IBNR）×当年度支払/前年度支払 

   (2)  前々年度支払備金（IBNR）×前年度支払/前々年度支払 この３年平均 

   (3) 前々々年度支払備金（IBNR）×前年度支払/前々々年度支払 

 

※ 詳しくは、金融庁のウェブサイトの「報道発表資料」から「保険業法施行規則第七十三条第一項第二

号の規定に基づき、平成二十三年三月三十一日を末日とする事業年度に係る支払備金として積み立て

る金額の特例を定める件」(特例告示)の公表について（平成23年４月28日）にアクセスしてくださ

い。 
 

 

 
 

金融庁では、震災の被災者が、貸金業者から、返済能力を超えない借入れを行おうとする場合に、例え

ば特定の書面を用意できないなど、法令に定める手続き等が問題となって、本来なら借りることができる

資金を借りられないという不都合が生ずるおそれがあれば、これを取り除く必要があることから、貸金業

法施行規則の一部を改正いたしました。 

 

本改正のポイントは以下の通りです。 

（１）総量規制の例外とされている「社会通念上緊急に必要と認められる費用」の借入手続等の弾力化 

 

総量規制に抵触する顧客が、「社会通念上緊急に必要と認められる費用」のために例外借入れを行

う場合について、被災者に係る以下の特例を設けました。 

◎ 貸金業者に対する領収書等の提出が必要とされていたところ、当面の生活費等の様々な支出に充

てる場合に配慮し、これを不要としました。 

http://www.fsa.go.jp/news/22/hoken/20110428-9.html
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◎ 返済期間が「三月を超えないこと」が要件とされていたところ、被災者の置かれた状況に配慮し、

「六月を超えないこと」としました。 

 

（２）総量規制の例外とされている個人事業主の借入手続の弾力化 

 

個人事業主による借入れは総量規制の例外となっていますが、個人事業主が当該借入れを行う場合

について、被災者に係る以下の特例を設けました。 

◎ 貸金業者は、百万円を超える貸付けであれば、当該個人事業主の「事業計画、収支計画及び資金

計画」に照らし、顧客の返済能力を判断しなければならなかったところ、「計画」の策定・提示

が困難な被災者に配慮し、より簡素な情報（現状等）に照らし判断すれば足りることとしました

（百万円以内の貸付けの場合と同じ取扱い）。 

 

（３）総量規制の例外とされている配偶者の年収と合算して年収を算出する場合の借入手続の弾力化 

 

自らの収入だけに照らせば総量規制に抵触する顧客（主婦・主夫等）が、自身の年収と配偶者の年

収を合算した額を基準として借入れ（合算年収の 1/3 まで）を行う場合について、被災者に係る以下

の特例を設けました。 

◎ 当該顧客は、借入れを行う際に、配偶者との身分関係を証明する住民票又は戸籍抄本を提出する

必要があったところ、その入手が困難な被災者に配慮し、事後（６月以内）の提出で足りること

としました。 

 

（４）極度額方式によるキャッシング（総量規制の枠内貸付け）の借入手続の弾力化 

 

極度額方式による借入れ（＝キャッシング）を、一定額以上利用した顧客は、源泉徴収票等の年収

を証明する書面を貸金業者に提出しなければならないところ、これについて被災者に係る以下の特例

を設けました。 

◎ 当該顧客は、源泉徴収票等を「２月以内」に提出しなければ、仮に極度額に余裕があってもキャ

ッシングが止められてしまっていましたが、その入手が困難な被災者に配慮し、「６月以内」の

提出としました。 

 

なお、上記のいずれも、今般の震災の被災者を対象とした時限措置（10 月 31 日まで）とし、公布日

（平成 23 年 4 月 28 日）から施行しています（ただし、上記（４）に係る改正ついては、平成 23 年１    

月11日からの適用）。 

 

 

※ 詳しくは、金融庁のウェブサイトの「報道発表資料」から「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣

府令」について（平成23年４月28日）にアクセスしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsa.go.jp/news/22/kinyu/20110428-8.html
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【その他のトピックス】 

 
金融庁総務企画局金融国際政策審議官のIOSCO（証券監督者国際機構） 

専門委員会議長就任について 
 

 

本年４月 17 日から 21 日にかけて、IOSCO(証券監督者国際機構)の年次総会が南アフリカ・ケープタウ

ンで開催され、専門委員会前議長のハンス・フーガーホースト氏(オランダ金融市場庁長官（当時）)の議

長退任に伴い、新議長に、金融庁総務企画局 河野正道 金融国際政策審議官が就任しました（任期は次

回北京総会（2012 年５月予定）まで）。なお、同委員会の新副議長には、フェルナンド・レストイ氏(ス

ペイン証券取引委員会副委員長)が就任しました。 

金融庁はこれまでも海外当局との連携の強化に取り組んでいるところですが、世界的な金融危機を受け、

国際的に金融規制改革が進捗する中、各国金融当局間の連携の強化が一層重要になっています。金融庁と

しては、今後とも、国際機関への積極的な貢献を通じて、国際的な金融市場の健全性・効率性の向上に積

極的に取り組んでいきます。 

 

（注) 証券監督者国際機構（IOSCO）は、証券監督当局のための主要な国際政策フォーラムである。同機構に

は、現在約 110 の国・地域から世界の証券市場の 95％以上を監督する当局が参加しており、参加当局は着

実に拡大している。 

専門委員会は、IOSCO の理事会により設置された専門的な作業委員会であり、世界の中でも規模が大き

く、より先進的かつ国際的な市場を監督する 18 の当局で構成されている。同委員会は、国際的な証券・

先物取引に関する主要な規制上の課題を検討し、そうした課題に対する実務的な対応を調整することを目

的としている。同委員会のメンバーは、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、香港、イ

ンド、イタリア、日本、メキシコ、オランダ、オンタリオ、ケベック、スペイン、スイス、英国及び米国

の証券規制当局である。 

 

なお、同議長就任に関するIOSCOからのプレスリリースは、IOSCOウェブサイト 

（ http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS206.pdf ）を参照にして下さい。 
 

 

※詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から、「金融庁総務企画局金融国際政策審議官の

IOSCO（証券監督者国際機構）専門委員会議長就任について」(平成 23 年４月 22 日)にアクセスしてく

ださい。 

 

http://www.fsa.go.jp/inter/ios/20110422.html
http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS206.pdf
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「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの 
総合的な監督指針」の一部改正について 

 
金融庁では、「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指

針」の一部改正について、平成22年12月28日から平成23年2月3日にかけて広く意見の募集を行い、

平成23 年４月15 日にパブリックコメントの結果を公表し、監督指針の一部改正を行いました。 

改正の概要は以下のとおりです。 

 

（１）総論 

ア．金融機関は、障がい者等の金融取引の利便性を向上させるよう努めているか。 

イ．金融機関は、国などにおける障がい者支援に係る施策を確認し、必要に応じて、自らのサービス

においても利用するなどしているか。 

ウ．障がい者等から、金融機関に対し意見等があった場合、それらの意見を踏まえた取組みを行うよ

う努めているか。また、完全に実現できない場合、代替策を検討するなどしているか。 

 

（２）業務運営態勢等 

ア．自筆が困難な障がい者等に対し、金融機関の職員等が代筆する態勢を整備し、十分な対応をして

いるか。 

イ．視覚に障がいがある者に対し、代読する態勢を整備しているか。 

ウ．障がい者手帳を本人確認のために利用する場合、個人情報保護のための態勢を整備しているか。 

エ．障がい者等に配慮した取組みについて、適切な情報発信に努めているか。 

オ．障がい者等に配慮した取組みのため整備した態勢の実効性を確保するために、職員に対する研修

等を行っているか。 

 

（３）店舗・設備等 

ア．金融機関の店舗や設備が利用されやすい仕様となるように配慮しているか。 

イ．個々の営業店でも必要に応じて、障がい者等の金融取引の利便性を向上させるよう努めているか。 

ウ．特に、視覚障がい者への対応のために、視覚障がい対応ＡＴＭや、必要な誘導用ブロック、音声

誘導システムなどの設置に努めているか。 

 

なお、改正後の各監督指針については、平成23年４月15日から適用されております。 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から、「「主要行等向けの総合的な監督指針」及び

「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果

等について」(平成23年４月15日)にアクセスしてください。 

 

 

 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110415-2.html
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【お知らせ】 

○KAN-FULL BLOGの活用について 

昨年 11 月に官邸の情報発信の一環として、官邸ブログ KAN-FULL BLOG を開設し、菅総理直筆のコー
ナーや菅総理御出演の動画の配信等、立体的な情報発信を進めているところです。 

  金融庁におきましても、金融庁ホームページ及び金融研究センター・証券取引等監視委員会・公認会
計士監査・審査会のホームページに以下のバナーを設置しています。 

 

 

 

なお、KAN-FULL BLOGの更新情報などを、「KAN-FULL BLOGのお知らせ」として、配信するメール（更

新通知メール配信登録）をご希望の方は、以下のＵＲＬよりお願いします。 

 

●KAN-FULL BLOG  http://kanfullblog.kantei.go.jp/ 

●読者登録（更新通知メール配信登録） http://www.mmz.kantei.go.jp/jp/blog/kan/index.html 

 

○「e-Gov電子申請システム」ご利用について 
 
国民の利便性・サービス向上の取組みとして、金融庁が所管する申請・届出についても、「e-Gov電

子申請システム」の利用により、電子申請・届出をすることができますので、みなさまの積極的なご利
用をお願いします。 
本システムで手続きが可能な申請・届出等については「申請・届出などの手続案内」の「法令一覧

による検索」をご確認ください。 
なお、本システムのご利用にあたりましては、「e-Gov電子申請システム利用規約」に同意していた

だく必要があります。 
 
 
○「e-Gov電子申請システム」利用のメリット 

 
いつでも 
・ 時間にとらわれず夜間や休日でも24時間手続きができます。 

(注) 本システムの保守等が必要な場合は、システムの運用停止等を行うことがあります。 
 
どこでも 
・ 自宅や職場、遠隔地からでも、インターネット経由で手続きができます。 
（注）添付書類のうち、公的機関証明書等、原本を提出する必要のあるもの等については、別に郵送

等で提出していただくことになります。 
 
 
※「e-Gov 電子申請システム」の使い方について、詳しくは e-Gov トップページの「電子申請とは」を

ご確認ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://kanfullblog.kantei.go.jp/
http://www.mmz.kantei.go.jp/jp/blog/kan/index.html
http://shinsei.e-gov.go.jp/menu/
http://www.fsa.go.jp/common/shinsei/index.html
http://shinsei.e-gov.go.jp/225/annai/contents/hourei.html
http://shinsei.e-gov.go.jp/menu/notice/agreement.html
http://www.e-gov.go.jp/index.html
http://www.e-gov.go.jp/shinsei/index.html
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○ その「もうけ話」、大丈夫ですか？  

詐欺的な投資勧誘にご注意ください！ 
 

「未公開株」や「ファンド」取引に関する詐欺的な投資勧誘が多発しています。 

くれぐれもご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実際に投資を行うかどうかの判断は、取引内容を十分に理解した上で行うことが重要です。 

少しでも不審に思った場合には、取引を見合わせることを含めて、慎重に対応することをお勧めし 

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

不審な勧誘を受けた場合などには、金融庁金融サービス利用者相談室に情報をご提供ください。 

 

○ 金融庁金融サービス利用者相談室（受付時間：平日１０時００分～１６時００分） 

電話（ナビダイヤル）：０５７０－０１６８１１ 

※ＩＰ電話・ＰＨＳからは、０３－５２５１－６８１１におかけください。 

ＦＡＸ：０３－３５０６－６６９９ 

 

※詳細はこちらにアクセスしてください。 

・ 投資勧誘等にご注意ください！（金融庁ウェブサイト） 

・ 免許・許可・登録等を受けている業者一覧（金融庁ウェブサイト） 

 

 

 

 

 

 

 

 

「未公開株」や「私募債」の取引に関するご注意  

● 一般的に、幅広い投資家に「未公開株」や「私募債」の取引の勧誘が行われることは、考え

られません。 

⇒ こうした取引の勧誘を行うことは、法律違反の可能性がありますので、絶対に 

関らないようにしてください。 

◎ 金融庁ウェブサイトでは、よりくわしい情報や、勧誘を行う業者が金融庁（財務局） 
  の登録を受けているかを確認できます。 
◎ なお、金融庁（財務局）の登録を受けている業者であっても、 

・その信用力などが保障されているものではありません。 
・「元本保証」「絶対に儲かる」などと説明して勧誘することは、禁じられています。 

「ファンド（組合など）」取引に関するご注意  

● 法律上、幅広い投資家に対して、組合などファンドへの出資の勧誘を行えるのは、 
  金融庁（財務局）の登録を受けた業者に限られます。 
  ⇒ これ以外の者が勧誘を行うことは、法律違反の可能性がありますので、絶対に関 

らないようにしてください。 

http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/attention.html
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html
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○皆様からの情報提供が市場を守ります！ 
 

証券取引等監視委員会は、市場分析審査、証券検査、課徴金調査、開示検査及び犯則事件の調査を通

じて、市場の公正性・透明性を確保し、投資者を保護することを使命としています。 

当委員会では、こうした調査や検査などの参考として有効に活用するため、広く一般の皆様から、市

場において不正が疑われる下記のような情報を、電話や郵送、FAX、インターネット等により受け付け

ており、平成21年度には、7,118件と多数の情報をお寄せいただきました。 

 

＜個別銘柄に関する情報＞ 

・ 相場操縦（見せ玉や空売りによるものなど) 

・ インサイダー取引（会社関係者による重要事実公表前の売り抜けなど) 

・ 風説の流布（ネット掲示板の書込みやメールマガジンによるデマ情報など) 

・ 疑わしいディスクロージャー（有価証券報告書や適時開示など) 

・ 疑わしいファイナンス（架空増資や疑わしい割当先など） 

・ 上場会社の内部統制の問題                         ・・・ など 

 

＜金融商品取引業者等に関する情報＞ 

・ 証券会社や外国為替証拠金取引（ＦＸ）業者、運用業者、投資助言・代理業者などによる不正行

為（リスク説明の不足、システム上の問題など） 

・ 経営管理態勢や財務内容に関する問題（リスク管理、分別管理、自己資本規制比率の算定など） 

など 

 

＜その他の情報＞ 

・ 疑わしい金融商品や疑わしいファンド（投資詐欺的な資金集めなど）、無登録業者に関する情報 

・ 市場の公正性を害するような市場参加者（いわゆる仕手グループなど)に関する情報・・・ など 

 

以上のような情報につきましては、是非、当委員会までご提供をお願いします。なお、株式に限らず、

デリバティブや債券等に関する情報についても幅広く受け付けています（個別のトラブル処理・調査等

の依頼には対応していませんので、ご了承ください）。 

インターネットからの情報のご提供は、証券取引等監視委員会ウェブサイトの情報受付窓口からお願

いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◆ 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 
 
〒１００－８９２２東京都千代田区霞が関３－２－１中央合同庁舎第７号館 
 
直 通：０３－３５８１－９９０９（情報受付窓口直通） 
ＦＡＸ：０３－５２５１－２１３６ 
https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/ 

 

一般からの情報提供を求めるポスター

http://www.fsa.go.jp/sesc/index.htm
https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/
https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/
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〇新着情報メール配信サービス（日本語版・英語版）へのご登録のご案内 
  金融庁ウェブサイトでは、新着情報メール配信サービス（日本語版・英語版）を行っています。皆

様のメールアドレスをあらかじめ登録していただきますと、日本語版の場合、毎月発行される「アクセ

スFSA」や日々発表される各種報道発表など、新着情報を１日１回、電子メールでご案内します。 

  また、英語版でも金融庁英語版ウェブサイトの新着情報や「FSA Newsletter」など、新着情報を１日

１回、電子メールでご案内します。 

 

※ 日本語版の登録をご希望の方は、「新着情報メール配信サービス」に、英語版の登録はSubscribing 

to E-mail Information Service にアクセスしてください。 

 

 

○証券取引等監視委員会ウェブサイトにてメールマガジン配信サービスへの

ご登録のご案内 

証券取引等監視委員会ウェブサイトでは、メールマガジン配信サービス(日本語版・英語版）を行っ

ています。皆様の電子メールアドレスをあらかじめ登録していただきますと、証券取引等監視委員会ウ

ェブサイトの新着情報や証券取引等監視委員会の問題意識等のメッセージを電子メールでご案内します。 
 

※ 日本語版の登録をご希望の方は、証券取引等監視委員会ウェブサイトの「メールマガジン配信サー

ビス」に、英語版の登録は「Subscribing to E-mail Information Service」 にアクセスしてくだ

さい。 

 

○公認会計士・監査審査会ウェブサイトにて新着情報メール配信サービスへ

のご登録のご案内 

  公認会計士・監査審査会ウェブサイトでは、新着情報メール配信サービス(日本語版・英語版）を

行っています。皆様の電子メールアドレスをあらかじめ登録していただきますと、公認会計士・監査審

査会ウェブサイトの新着情報を電子メールでご案内します。 

 

※ 日本語版の登録をご希望の方は、公認会計士・監査審査会ウェブサイトの「新着情報メール

配信サービス」に、英語版の登録はSubscribing to E-mail Information Service にアクセス

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsa.go.jp/haishin/service_top.htm
http://www.fsa.go.jp/en/haishin/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/sesc/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/sesc/en/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/cpaaob/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/cpaaob/en/index.html
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【金融ここが聞きたい！】 
 

このコーナーは、大臣の記者会見における質疑応答などの中から、時々の旬な情報をセレクトしてお届

けするものです。さらにご覧になりたい方は、金融庁ウェブサイトの「記者会見」のコーナーにアクセス

してください。 

 

 

 

 

 

Ａ. 先般、私は仙台市と石巻市に行かせていただきまして、各地で色々な金融機関、地方銀行、あるい

は信用金庫・信用組合等々の方々のご意見を聞かせていただいたわけでございますけれども、まさに

今、二重債務・二重ローンの問題が、中小企業にとりましても個人にとりましても、非常に大きな問

題としてのしかかってきております。ご存じのように、借金を持ったまま工場が流れてしまった、あ

るいは、住宅ローンがまだたくさんあるのに、住宅が流れてしまったという問題、これは大変深刻な

問題でございます。（中略）そういったことで、（中小企業）金融円滑化法という法律がございまして、

借入れ条件の変更、これは企業も、また個人の住宅ローンもございますから、民間の金融機関に対し、

できるだけこの法律に従ってやってくれということを、（日本銀行総裁の）白川方明さんと私の名前

で、3月11日に素早く全金融機関に通達させていただいたところでございます。 

   今、基本的に中小企業も個人の住宅ローンも、返済に関しては、被災に遭った人は一応ストップい

たしておりますが、私は何回も言いましたように、私の所掌している民間金融機関というのは、基本

的に個人あるいは企業から預貯金を預かっているわけです。それを運用して、人にお金を貸している

というのがビジネスモデルの基本でございますから、中長期的に見れば、一定のリスクをとるのは当

然限界がございます。そういった意味で、私は国会でも申し上げておりますように、（中略）きちん

と被災者、被災された中小企業の立場に立って解決していくことが、私は政治として極めて大事だと

思っております。この二重ローン・二重債務が非常に大きな問題になってくるといったことを、実は

閣僚懇でも言わせていただきました。それに対して玄葉（国家戦略担当）大臣だとか、それから海江

田経産大臣もご発言されましたし、 後に総理も、こういう問題はきちんとやっていかねばならない

というような決意の表明がございましたから、やはり今、復旧から復興ということでございまして、

（中略）ここは政治の力できちんとやっていく必要があると私は思っております。 

 

【平成23年４月26日（火）閣議後記者会見】 

 

  

【４月の報道発表】 
 

４月1日 アクセス 
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計

の基準を指定する件」等の一部を改正する件について  

 アクセス ライツ信託株式会社に対する行政処分について  

 アクセス 改正中小企業金融円滑化法の成立・施行等について  

 アクセス 自見金融担当大臣談話 

４日 アクセス 

「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関

する指針（コンサルティング機能の発揮にあたり金融機関が果たすべき具体的な役割）」の公表

について 

Ｑ：大震災から 1 カ月半近く経ちまして、復興に向けて、二重債務というのが妨げになるのではな

いかということで問題化していますが、この点について大臣のご所感はいかがでしょうか。 

http://www.fsa.go.jp/common/conference/index.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110311-3.html
http://www.fsa.go.jp/common/conference/minister/2011a/20110426-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110401-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20110401-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110401-1.html
http://www.fsa.go.jp/common/conference/danwa/20110401-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110404-1.html
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６日 アクセス 

「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関

する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関

する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案) 等」に

対するパブリックコメントの結果等について  

 アクセス 「株券等の公開買付けに関するＱ＆Ａ」の追加について  

７日 アクセス 株式会社エマージングアセットマネジメントに対する行政処分について 

 アクセス 
東京日産コンピュータシステム株式会社に係る有価証券報告書の虚偽記載に対する課徴金納付命

令の決定について  

８日 アクセス 「中間監査基準及び四半期レビュー基準の改訂について」（公開草案）の公表について  

12日 アクセス 銀行業の免許について 

13日 アクセス 

「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関

する指針（コンサルティング機能の発揮にあたり金融機関が果たすべき具体的な役割）（案）」に

対するパブリックコメントの結果等について  

15日 アクセス 
「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一

部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について  

 アクセス ＳＭＢＣ日興証券株式会社に対する行政処分について 

 アクセス 城南チエン勧業株式会社に対する行政処分について  

19日 アクセス 株式会社ウェスコ・ジャパンに対する行政処分について  

21日 アクセス 「第９回総合的な取引所検討チーム」資料（平成23年３月10日開催）  

 アクセス 「第８回総合的な取引所検討チーム」資料（平成23年３月３日開催） 

 アクセス 偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況について  

22日 アクセス 空売り規制・自己株式取得に係る時限措置の延長について  

 アクセス 
金融庁総務企画局金融国際政策審議官の IOSCO（証券監督者国際機構）専門委員会議長就任につ

いて  

26日 アクセス 

「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令別紙様式」及び

「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関

する指針」に係るＱ＆Ａの変更について  

27日 アクセス 
EDINET(電子開示)の高度化に関する協議会実務者検討会（第５回）資料（平成23年３月17日開

催）  

28日 アクセス 株式会社エマージングアセットマネジメントに対する行政処分について 

 アクセス 「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令」について  

 アクセス 

「保険業法施行規則第七十三条第一項第二号の規定に基づき、平成二十三年三月三十一日を末日

とする事業年度に係る支払備金として積み立てる金額の特例を定める件」（特例告示）の公表に

ついて  

 アクセス 「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等（平成23年1月1日～３月31日） 

 アクセス 預金口座の不正利用に係る情報提供件数等について 

 アクセス 貸金業関係統計資料集の更新について  

 アクセス 「行政処分事例集」の更新について  

 アクセス 空売り規制・自己株式取得に係る時限措置の延長に関する内閣府令・告示の公布について  

 アクセス 
中小企業の会計に関する検討会ワーキンググループ（第４回）議事次第（平成23年４月26日開

催） 

 アクセス マークより公表ページを見ることができます。 

http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110406-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110406-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20110407-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20110407-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110408-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110412-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110413-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110415-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20110415-3.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/kinyu/20110415-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20110419-1.html
http://www.fsa.go.jp/singi/torihikijo/index.html
http://www.fsa.go.jp/singi/torihikijo/index.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110421-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20110421-1.html
http://www.fsa.go.jp/inter/ios/20110422.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110426-1.html
http://www.fsa.go.jp/singi/edinet/index.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20110427-10.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/kinyu/20110428-8.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/hoken/20110428-9.html
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/20110428.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110428-6.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/kinyu/20110428-7.html
http://www.fsa.go.jp/status/s_jirei/kouhyou.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20110428-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/singi/20110428-5.html
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【４月のアクセス数の多いページ】 
 

このコーナーは4月の「報道発表」から特にアクセス数の多かったページを掲載しています。 

なお、過去のアクセス数の多いページをご覧になりたい方は金融庁ウェブサイトのアクセス数の多いページ

（過去の情報等）にアクセスしてください。 

 
 
・金融庁が検査実施中の金融機関 

・今般の震災についての金融庁・財務局・金融機関の対応状況 

・中小企業等に対する金融円滑化対策について 

・免許・許可・登録等を受けている業者一覧 

・平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震にかかる災害等を踏まえた検査・監督・規制上の対応につ

いて 

・金融機関の相談窓口一覧 

・「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す

る実施基準の改訂に関する意見書」の公表について 

・お金を借りておられる皆さまへ 

・「内部統制報告制度に関するＱ＆Ａ」の改訂について 

・内部統制報告制度に関する事例集 

    
 

 

以上 

http://www.fsa.go.jp/common/pop_kako.html
http://www.fsa.go.jp/receipt/k_jyouhou/fsa.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/jokyo.html
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/20110331-9.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/20110325-1.html
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/tosin/20110330.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/debt.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110331-11.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110331-10.html
http://www.fsa.go.jp/policy/chusho/enkatu.html
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